
TAX ニュースレター 東栄税理⼠法⼈      03-5778-4722 HTTP://TOEITAX.CO.JP/ #
 

 
Copyright © 2016 東栄税理士法人. All Rights Reserved. 

 

 

 

TAX ニュースレター 
東 栄 税 理 ⼠ 法 ⼈      
03-5778-4722 
http://toeitax.co.jp/ 

2018/12 月号 
   

 

 住宅ローン控除は 3 年延⻑だが実態は… 
2019 年度税制改正 
2019 年度税制改正大綱が 2018 年
12 月 14 日に発表されました。今月は
その内容についてです。 

全体的な印象として、⼩粒な改正が多
いが数は多い、といったところでしょうか。
世間的に注目を浴びているのが、⾃動⾞
税関連の改正と住宅ローン控除の改正
ではないでしょうか。ともに来年 10 月に
予定されている消費税 10％への増税
対策として設けられるものです。その他、
⺠法の改正（成⼈年齢20歳→18
歳、相続関連）に合わせるように税法
上もいくつか措置が施される予定です。 

それ以外ですと、個⼈事業者版事業承
継税制の創設、教育資⾦贈与の縮
小、ふるさと納税の⾒直しといったところ
が主な改正となっております。ただ個⼈事
業者版事業承継税制などは事業用の
⼩規模宅地等との選択ですし、それほど
ニーズはないのではないでしょうか。ふるさ
と納税についても指定制になりますが実
務上の影響はほぼ無いと思います。 

ローン控除は上限あり 
住宅ローン控除制度は現⾏の 10
年から 13年に控除期間が延びると
いう触れ込みですが、この延⻑した 3
年間には控除上限額が別途設けられ
ます。具体的には、「3 年間合計で消
費税増税分だけ」控除ができます。つ
まり、消費税 8％→10％分の 2％分
だけです。マイホームの購入価額には
当然建物と土地（マンションは敷地
権）があり土地には消費税はかかりま
せん。したがって、建物価額の 2％分
が 3 年間合計の控除額の上限です。
建物 2000 万円で 40 万円ですか
ら、今の 1 年間の控除額上限と変わ
りません。結局、3年間延びるけれど
も実質は 1年程度、ということです。 

最近はこのような⾒た目だけ大々的で
実際には中身が伴っていないという姑
息な改正が増えている気がします。 

皆様も題名だけに騙されないで、実態
をきちんと把握するようにしましょう。 

今月のコメント 
早いもので今年最後のニュースレターとなり
ました。本年も大変お世話になりました。 

年末年始の休暇は 12 月 27 日(木)から
1 月 3 日(木)まで頂く予定です。子供を
初めてスキーに連れていきます。 

事務所自体は 12 月 28 日(⾦)まで営
業しております。ご不便をお掛けしますが、
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

来年も引き続き宜しくお願い致します。 

税理⼠ 岡本勲 
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-
10-15 エキスパートオフィス渋谷 9 階 
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